
この冊子は、平成25年４月１日現在の法令等に基づいて作成しています。 

なお、この冊子では、所得税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第13号）による改正前の租税特

別措置法を「平成21年改正前の租税特別措置法」と、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令（平

成22年政令第58号）による改正前の租税特別措置法施行令を「平成22年改正前の租税特別措置法施行令」

と、租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成22年財務省令第17号）による改正前の租税特別

措置法施行規則を「平成22年改正前の租税特別措置法施行規則」と表記しています。 
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➊ 相 続 税 の あ ら ま し  
 

 
 相続税は、個人が被相続人（亡くなられた人のことをいいます。）の財産を相続、遺贈や相続時精算課

税に係る贈与によって取得した場合に、その取得した財産の価額を基に課される税金です。 

 

 
(1) 相 続 

 相続は、原則として、死亡によって開始します。そして、相続人は、相続開始の時から、被相続人

の財産に関する一切の権利義務を承継することになります（扶養を請求する権利や文化功労者年金を

受ける権利など被相続人の一身に専属していたものは、承継されません。）。 

(2) 遺 贈 

 遺贈とは、被相続人の遺言によってその財産を移転することをいいます。 

（注） 贈与をした人が亡くなることによって効力を生じる贈与（これを死因贈与といいます。）については、

相続税法上、遺贈として取り扱われます。 

(3) 相続時精算課税に係る贈与 

 相続時精算課税とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその

贈与財産の価額と相続や遺贈によって取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額

から、既に納付した贈与税に相当する金額を控除した額をもって納付すべき相続税額とする制度（相

続時に精算）で、その贈与者から受ける贈与を「相続時精算課税に係る贈与」といいます。 

 贈与により財産を取得した人が、この制度の適用を受けるためには、一定の要件の下、原則として

贈与税の申告期限までに贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する

必要があります。この届出書を提出した人を「相続時精算課税適用者」といいます。 

(4) 相続人 

 民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。ただし、相続を放棄した人や相

続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。 

イ 被相続人の配偶者は、常に相続人となります。 

（注） 配偶者とは、婚姻の届出をした夫又は妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。 

ロ 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。 

（イ） 被相続人の子（子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているとき

は、孫（直系卑属）が相続人となります。） 

（ロ） 被相続人に子や孫（直系卑属）がいないときは、被相続人の父母（父母が被相続人の相続開

始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母（直系尊属）が相続人となり

ます。） 

（ハ） 被相続人に子や孫（直系卑属）も父母や祖父母（直系尊属）もいないときは、被相続人の兄

弟姉妹（兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、

おい、めい（兄弟姉妹の子）が相続人となります。） 

1 相続税とはどのような税金でしょうか 

2 相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与とはどのようなことでしょうか 




